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JA北海道信連は、

食料生産基地「北海道」の農業を支えるとともに農業者、消費者など「お客さま」にとって、

たいせつなパートナー、身近な金融機関として、

これからもお客さまと

一緒に歩みつづけていきます。

はばたく大地 北海道には、
たくさんの笑顔が咲いている
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ごあいさつ

皆さまには、平素よりJA北海道信連をお引き立ていただきまして、

誠にありがとうございます。

当会は昭和23年設立以来、北海道農業の発展と農家経済の向上はも

とより、地域社会の繁栄に役に立つ金融機関を目指し、地域の皆さま

と「共生」するJAグループの一員として、会員JAと共に皆さまの信頼と

ニーズにお応えしてまいりました。

皆さまに信頼いただける金融機関として、北海道農業を支えるJAバ

ンク北海道がこれからも地域から選ばれ続けるために、第8次中期経

営計画「リアライズ2007」（平成17～19年度）に基づき、全役職員

が一丸となって取り組んでいるところであります。最終年を迎えた今

年度は同計画達成へ向け、担い手金融対策や農業法人対策などJA農業

融資に関する課題への対応を一層強化してまいります。また、新BIS

規制下で求められるリスク管理の一層の高度化を図り、金融機関として

の健全性と信頼性の確保のため、財務体質の強化に努めてまいります。

2007年中間期ディスクロージャー誌は、当会の平成19年度上半期の

経営状況をわかりやすくご紹介するために作成いたしました。皆さまの

当会に対するご理解をより一層深めていただければ幸いに存じます。

平成19年12月

経営管理委員会会長　紺野　勝榮

代 表 理 事 理 事 長 久保　　孚

経営管理委員会会長

紺野　勝榮
代表理事理事長

久保　　孚

農
業
と
地
域
社
会
の
発
展
の
た
め
に



HOKKAIDO SHINREN REPORT 2007 中間期

3

当会は協同組合組織の農業専門金融機関として、会員JAとその構成員である農業者の経営

と生活の向上を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与いたします。

また、地域金融機関として、組合員等利用者のニーズに対してJAと一体となって金融サー

ビスを提供することにより、農業及びその関連産業の振興、地域社会の活性化に貢献いた

します。

経営理念

当会は昭和23年設立以来、JAと共に「北海道農業の発展と地域経済への貢献」をモットー

に、次の事項を基本として事業運営を行っております。

1. 農家組合員の経営と生活の向上および食料生産基地「北海道」の生産基盤充実への寄与

2. JA信用事業機能強化に向けての支援

3. 地域社会の発展に寄与する農業関連産業・北海道経済を担う企業へのサービスの提供

当会は中期経営計画「リアライズ2007」（平成17～19年度）を樹立し、農家組合員の経営と

生活の向上に資することを究極的使命とし、会員への利益貢献のため、以下の4項目を柱

に取り組んでまいります。

1. 日本の食料生産基地「北海道」の農業を支える金融機能の充実に取り組みます。

2. JA信用事業基盤の拡充・強化を図るための支援を積極的に行います。

3. 北海道農業とJA信用事業をバックアップするため、確固たる経営体制と財務基盤を構築します。

4. 会員JAの負託に応えるため、業務体制の再構築と人材育成を図ります。

JA北海道信連は、
「一人は万人のために、万人は一人のために」の精神に基づく、
会員・組合員そして地域の皆さまの金融サポーターです。

経営方針

経営計画

JA北海道信連の基本姿勢

取り巻く諸情勢と当会の役割

内外金融市場 
金融制度、環境 
金融監督行政 

〈北海道農業の役割〉 
日本の食料生産基地 
農業の多面的機能発揮 

農家・組合員 

J A

機能 
利益 

北海道信連 

〈情報・利益〉 

〈国民の期待・信頼〉 
食の安全・安心 
環境の保全 

地域住民 

農業関連産業 

WTO・EPA（FTA）交渉 
自由化・規制緩和による異業種参入 
高齢化・後継者難による担い手不足 

 

中期経営計画「リアライズ2007」（リアライズRealize＝実現する・実行するという意味の英語）の実践を通じて、北海道

農業を支えるJAバンク北海道として、地域から選ばれ続ける金融機関を目指しております。



都道府県 
組織 

全国組織 全国組織 

JA 
北海道信連 

農林中央 
金庫 

全国 
中央会 

全共連 
全国本部 

ホクレン 

全　農 

JA北海道 
中央会 

JA北海道 
厚生連 

全国 
厚生連 

JA共済連 
北海道 

組合員の皆様 
地域の皆様 

地域組織 
厚生事業 共済事業 

経済事業 

信用事業 

指導事業 

JA

HOKKAIDO SHINREN REPORT 2007 中間期

JAグループは、信用事業・経済事業・厚生事業・共済事業・指導事業など
皆さまのくらしに直結したさまざまな事業を通して、グループの総力をあげて
地域社会への貢献に努めています。

JAグループ

JAバンクシステムについて

農業を取り巻く内外情勢が大きく変化している中、消
費者の信頼と支持を得られる農畜産物の生産と提供、農
業経営高度化などの目標実現により、北海道農業のステ
ップアップを図ります。
また、JAグループ北海道の組織・経営・事業についても、
経営環境の変化に俊敏に適応し得る経営体制の確立、ト
ータルコストの低減による競争力ある事業展開などによ
り、環境の変化を乗り越える活力あるものをめざします。

共に創る 北海道農業とJAの新時代

JAバンクは、JAバンク会員（JA・信連・農林中金）で構成す
るグループの名称であり、組合員・利用者のみなさまに便利で安
心な金融機関としてご利用いただけるよう、JAバンク会員総意
のもと「JAバンクシステム」を運営しております。

「JAバンクシステム」は、①JAバンクの信頼性を確保する
「破綻未然防止システム」と、②スケールメリットときめ細かい
顧客接点を活かした金融サービス提供の充実・強化を目指す「一
体的事業推進」の2つを柱としています。

連　携 

破綻時の 
支援 

破綻未然防止の 
支援 

不良債権の 
管理・回収 

協力・連携、 
経営改善指導 信連 

（JAバンク県本部） 

農林中金 
（JAバンク中央本部） 

J  A

JAバンク基本方針 

組合員・利用者 

金融サービスの提供の充実 JAバンク会員の経営健全性確保 

便利 便利 安心 安心 

 

農林中金への 
指導権限の付与など 

再編強化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律） 

破綻未然防止 
システム 

一体的事業推進 

○実質的に一つの金融機関と
して機能するような運営シ
ステムの確立 
○共同運営システムの利用 
○全国どこでも統一され
た良質で高度な金融サ
ービスの提供 

○JA等の経営状況のモニ
タリング 
○JA等に対する経営改善
指導 
○JAバンク支援基金等に
よる資本注入な どのサ
ポート等 

行  政 

全  中 
全国監査機構 
JA中央会 

貯金保険機構 

系統債権管理 
回収機構 

JAバンク支援協会 

JAバンクシステム JAバンクシステム JAバンクシステム JAバンク・セーフティーネットのイメージ JAバンク・セーフティーネットのイメージ JAバンク・セーフティーネットのイメージ 

破綻未然 
防止システム 
破綻未然防止のための 
JAバンク独自の制度 

貯金者等保護のための 
公的な制度 

貯金保険制度 

JA・信連・農林中金等が加入し
ている、貯金者等保護のための公
的な制度です。万が一、JAが経営
破綻し貯金等の払戻しができなく
なった場合などに、JAなどから徴
収された保険料を原資に、貯金等
を一定の範囲で保護します。「貯金
保険制度」による貯金者保護の仕
組みは、銀行・信金・信組・労金
などが加入している「預金保険制
度」と基本的に同様です。

JAバンクの健全性を確保し、JA
等の経営破綻を未然に防止するた
めのJAバンク独自の制度です。具
体的には、①個々のJA等の経営状
況についてチェック（モニタリン
グ）を行い、問題点を早期に発見、
②経営破綻に至らないよう、早め
早めに経営改善等を実施、③全国
のJAバンクが拠出した「JAバンク
支援基金」等を活用し、個々のJA
の経営健全性維持のために必要な
資本注入などの支援を行います。

4
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業績の推移

業務純益等の推移
平成19年9月末仮決算においては、業務純益は

30億円、経常利益は31億円、当期剰余金は25億

円となっております。

貯金等残高・貸出金等の残高の推移

［貯金・NCD］
平成19年9月末の貯金等残高は、2兆1,279億円

（前年同月比251億円・1.1％増）となりました。

［余裕金］
平成19年9月末の有価証券残高は、5835億円（前

年同月比▲1,144億円・16.3％減）となりました。

一方預け金残高は、9,963億円（前年同月比1,453

億円17.0％増となっております。

業務純益 当期剰余金 経常利益 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0

（単位：百万円） 

H17年9月期 

3,291

4,562

3,393

4,435

3,257
3,770 3,590

2,249

3,756
4,032

3,136 3,0743,132

2,599

4,223

H18年3月期 H18年9月期 H19年3月期 H19年9月期 

預け金 その他の余裕金 
有価証券 

合計 

5,343

9,798

5,835

9,963

6,982

8,882 
 

172

7,213

8,429

199

6,979

8,510

1,041 286273

（単位：億円） 

H19年3月期 
16,184

H19年9月期 
16,085

H17年9月期 
16,037

H18年3月期 
15,842

H18年9月期 
15,762

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

貯金等残高 

2兆円 

1兆円 

20,676 21,27920,891
20,089

21,028

（単位：億円） 

H19年9月期 H18年3月期 H17年9月期 H18年9月期 H19年3月期 

［貸出金］
平成19年9月末の貸出金残高は、5,884億円（前年

同月比▲426億円・6.7％減）となりました。

貸出金残高 

5,294

5,8845,860

4,969

6,310

（単位：億円） 

H19年3月期 H19年9月期 H17年9月期 H18年3月期 H18年9月期 

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000
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18 

15 

12 

9 

6 

3 

0

13.43

14.87

12.04

8.14

9.86
9.28

H19年3月末 H19年9月末 H18年9月末 

1,104

763

988

655

1,056

714

1,051

720

1,011

675

H17年9月末 H18年3月末 

1,200 

1,100 

1,000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

 

15.98

13.36 
 

8.92

10.96

（比率／単位：％） 

自己資本額 基本的項目 Tier1比率 自己資本比率 

（自己資本等の額／単位：億円） 

新BIS規制導入による 
自己資本比率算出方法の変更 

リスク管理債権 

貸出金総額 588,403 627,338

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

危険債権 

要管理債権 

金融再生法分類債権総額 

4,843

3,586

1,688 
 

10,118

正常債権 617,219

債権総額 

破綻先債権 1,095

延滞債権 

リスク管理債権総額 

6,955

3か月以上延滞債権 
貸出条件緩和債権 

－ 
1,688

9,738

金融再生法分類債権 

（単位：百万円） 

リスク管理債権比率 

1.66％ 
金融再生法分類債権比率 

1.61％ 

自己資本比率の推移（単体）
当会では、会員やお客様の多様なニーズに応えるため、またJAバンク北海道の本部機能を高度に発揮していくた

めに、経営の健全性維持と財務基盤の強化を重要課題として取り組んでいます。

平成19年9月末の単体自己資本比率は13.36％、Tier1比率は8.92％となり、健全な自己資本の状況を維持して

います。

不良債権の状況
平成19年9月末のリスク管理債権総額は、9,738百万円で、貸出金総額に占める割合は1.66％、またその内貸倒

引当金および担保・保証等により保全されている額は8,494百万円で、保全率は87.2％となっております。

金融再生法に基づく開示債権総額は10,118百万円で、債権総額に占める割合は1.61％、またその内貸倒引当金

および担保・保証等により保全されている額は8,874百万円で、保全率は87.7％となっております。

第一の柱：最低所要自己資本比率

新BIS規制基準では、自己資本比率算出の見直しが行われ、計算の際の分母について信用リスクアセット計測の精緻化が図られたほか、

オペレーショナルリスクも加えられました。

第二の柱：金融機関の自己管理と監督上の検証

金融機関自身が第1の柱の対象となっていないリスク（金利リスク・信用集中リスク等）を把握した上で、経営上必要な自己資本額を検

討し、それを監督当局が検証する枠組みです。

第三の柱：情報開示の拡充による市場規律

自己資本比率やその内容、リスク管理方針やリスク量等の開示を行い、市場参加者等の評価を受けることにより、金融機関の健全性を維

持するものです。

新BIS規制の概要

平成19年9月末　不良債権の状況

貸出条件緩和債権 
 

注）貸倒引当金には、自己査定におけるキャッシュフロー回収見込額を含んでおります。 

延滞債権 
 

破綻先債権 
 

担保・保証等による保全額 
 貸倒引当金による保全額 

（単位：百万円） 

合計 9,738 8,494

2,000 
 

4,000 
 

6,000

8,000

10,000

12,000 
 

0

保全率 
 87.2％ 
 

〈保全〉 

〈リスク管理債権〉 

1,688

6,955

6,849

1,645

1,095

リスク管理債権に占める保全の割合
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社会的責任と地域貢献活動

役職員によるボランティア活動
役職員参加型のボランティア活動として平成13年度より役職員やその子弟が読んでいた絵本などの書籍を道内社

会福祉施設等に寄贈しております。平成18年度は、関連会社を含む役職員から寄せられた590冊の書籍を、道内14

の児童養護施設に寄贈しました。

「さっぽろエコライフ10万人宣言」への参加
札幌市は、環境に配慮した生活様式（エコライフ）に転換していくことを広めるため、「さっぽろエコライフ10

万人宣言」への参加者を募りました。当会でも、在札の役職員及び札幌市を生活圏にしている家族の方に参加を呼

びかけた結果、当会の宣言者数は439名となりました。

（エコライフ宣言者数127,928人　19．7．31現在）

社会福祉充実への貢献
平成13年度より「地域社会との共生」をテーマとし、お年

寄りや体の不自由な方々の社会参加を支援するため、道内社

会福祉協議会へ車いすを寄贈しております。平成19年度は、

道内20市町村に64台（のべ148市町村477台）の車いすを

寄贈しました。

視察・研修等への協力
大学、高校等からの要望に応え、授業の一環として、講師

の派遣や学生の受入により農協や系統信用事業の概要につ

いて講義を行いました。また、日本における農協の役割等の

理解を通じて各国農業の発展に寄与することを目的とした

JICAの視察研修に協力しており、アジア・アフリカ諸国等か

らの視察者に農協系統の信用事業等、農業金融についての

説明を行いました。



（単位：百万円） 

正会員 
1,935,259

准会員 70,788
正会員の組合員 5 地公体 37,897 

 その他 84,000

（単位：百万円） 

正会員 
165,261

准会員 
114,960

正会員の組合員 18,139

地公体 38,177

その他 
251,878
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環境保全の取り組み
平成18年～20年度の行動目標と成果

地域経済活性化への貢献
当会は、地元のJA等が会員となって、お互い助け合い発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶

助型の農業専門金融機関であるとともに、地域経済の活性化に資する地域金融機関です。

資　金　名 資金のお使いみちなど 

【独自商品取扱い】 （平成19年9月末現在、単位：百万円）

農業経営ステップアップ資金 
 
品目横断サポート資金 
 
北海道JAバンク・フラット35 
（住宅金融支援機構買取型ローン） 

農業者の皆さまが農業経営改善に必要とする資金をご融資しております。 

総合 JA向けに、「品目横断的経営安定対策」に係る交付金などの仮渡金等に 
必要な短期運転資金をご融資しております。 

35年固定金利で住宅の新築または購入に必要とする資金を 
ご融資しております。 

9,594

平成19年6月より 
（H19～21年の期間限定） 

平成19年7月より 

残　　高 

受　託　先 資金のお使いみちなど 

【受託資金取扱い状況】 （平成19年9月末現在、単位：百万円）

農林漁業金融公庫 
 
住宅金融支援機構 
（旧住宅金融公庫） 
 
国民生活金融公庫 

生産力の維持増進・食料の安定供給の確保に必要な資金を 
お取り扱いしております。 

災害関連融資等政策的に重要なものを除いて、 
原則として新規のお取り扱いはしておりません。 

教育を受けるために必要な資金をお取り扱いしております。 

265,860

91,464

2,266

残　　高 

1

2

3

4

二酸化炭素排出量を平成20年度までに
平成17年度と比べて20.9％削減します。

コピー用紙の購入量を平成20年度まで
に17年度と比べて10.2％削減します。

廃棄物の適正管理を行います。

グリーン購入を推進します。目標

目標

目標

目標

▼
▼

成果
ガソリン・重油・天然ガスおよび電気の使用量削
減に努めた結果、以下の削減実績となりました。

成果
両面コピーの徹底・電子文書化に努めた結果、
以下の削減実績となりました。

▼ 成果
職場内での分別廃棄、什器・備品の産業廃棄物
処理の徹底に努めています。

▼ 成果
再生品および環境ラベリング製品の優先購入の
徹底に努めています。

実　績 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 

39.2％削減 － － 

－ 実　績 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 

13.1％削減 － 

二酸化炭素排出量の削減

紙使用量（コピー用紙購入量）の削減

廃棄物の適正管理

グリーン購入の推進

－20.9％ 
CO2

－10.2％ 

※平成17年度実績に対する削減率です。

※平成17年度実績に対する削減率です。

【貯金残高（NCD含む）】
地域からの資金調達状況

【貸出金残高】
地域への資金供給状況

（平成19年9月末現在） （平成19年9月末現在）
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財務データ

資　金　名 

（単位：百万円）

業務純益 

経常利益 

当期剰余金 

貯金等残高 

預け金残高 

貸出金残高 

有価証券残高 

平成18年9月期 

3,770 

3,590 

2,249 

2,102,836 

851,010 

631,038 

697,904

平成19年9月期 

3,074 

3,132 

2,599 

2,127,952 

996,346 

588,403 

583,523

平成19年3月期 

3,756 

4,032 

3,136 

2,067,655 

979,872 

529,499 

534,387

注）貯金等残高は譲渡性貯金を含んでいます。

（単位：百万円）

基本的項目 

 

補完的項目 

控除項目 

自己資本 

リスクアセット等 

 

 

 

Tier1比率 

自己資本比率 

 

うち出資金 

 

 

 

 

資産（オン・バランス）項目 

オフ・バランス取引等項目 

オペリスク相当額を8％で除して得た額 

（旧基準） 
平成18年9月期 

71,453 

35,716 

34,227 

－ 

105,681 

877,302 

856,626 

20,676 

－ 

8.14％ 

12.04％ 

（A） 

 

（B） 

（C） 

（D）＝（A）＋（B）－（C） 

（E）＝（F）＋（G）＋（H） 

（F） 

（G） 

（H） 

（A）／（E） 

（D）／（E） 

（新基準） 
平成19年9月期 

67,523 

35,716 

33,665 

18 

101,171 

756,813 

685,001 

47,990 

23,821 

8.92％ 

13.36％ 

（新基準） 
平成19年3月期 

72,098 

35,716 

33,046 

16 

105,127 

657,730 

615,621 

18,288 

23,821 

10.96％ 

15.98％ 

注）自己資本比率は、自己資本比率算出基準が改正され、平成19年3月期から新基準に基づき算出しています。

◆主要経営指標

◆自己資本の状況（単体）

主要な経営指標等
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財務データ

注）1．破産更生債権およびこれらに準ずる債権……破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権をいいます。 
2．危険債権……債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った元本および利息の受取ができない可能性が高い債権をいいます。 
3．要管理債権……3か月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権をいいます。 
4．正常債権……債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3に掲げる以外のものに区分される債権をいいます。 

（単位：百万円） 

平成18年9月末 
破産更生債権およびこれらに準ずる債権 
危険債権 
要管理債権 
小計 
正常債権 
合計 
平成19年9月末 
破産更生債権およびこれらに準ずる債権 
危険債権 
要管理債権 
小計 
正常債権 
合計 
平成18年3月末 
破産更生債権およびこれらに準ずる債権 
危険債権 
要管理債権 
小計 
正常債権 
合計 
平成19年3月末 
破産更生債権およびこれらに準ずる債権 
危険債権 
要管理債権 
小計 
正常債権 
合計 

 
4,196 
10,446 
721 

15,364 
654,345 
669,709 

 
4,843 
3,586 
1,688 
10,118 
617,219 
627,338 

 
1,884 
8,824 
659 

11,368 
522,961 
534,329 

 
7,310 
3,986 
1,781 
13,078 
553,525 
566,603

 
1,157 
4,864 

－ 
6,022 

 
 
 

881 
507 
492 

1,881 
 
 
 

805 
1,963 

－ 
2,768 

 
 
 

3,219 
564 
514 

4,299

 
42 
20 
－ 
62 
 
 
 
0 
19 
－ 
19 
 
 
 

37 
25 
－ 
63 
 
 
 
1 
19 
－ 
20

 
2,873 
5,546 
10 

8,430 
 
 
 

3,907 
3,059 

5 
6,973 

 
 
 

884 
6,835 
78 

7,797 
 
 
 

3,972 
3,402 
689 

8,065

 
4,073 
10,431 

10 
14,515 

 
 
 

4,789 
3,586 
498 

8,874 
 
 
 

1,727 
8,824 
78 

10,629 
 
 
 

7,193 
3,986 
1,204 
12,385

残 　 高  
担 保 等  保 　 証  

保 全 額  
引 当 等  合 　 計  

◆金融再生法に基づく開示債権残高

不良債権の状況

注）1．破綻先債権……元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が
生じている貸出金をいいます。 

　2．延滞債権……未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。 
　3．3か月以上延滞債権……元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金（注1・2に掲げるものを除く。）をいいます。 
　4．貸出条件緩和債権……債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金（注1・2・3に掲げるものを除く。）をいいます。 

（単位：百万円） 

平成18年9月末 
破綻先債権額 
延滞債権額 
3か月以上延滞債権額 
貸出条件緩和債権額 
合計 
平成19年9月末 
破綻先債権額 
延滞債権額 
3か月以上延滞債権額 
貸出条件緩和債権額 
合計 
平成18年3月末 
破綻先債権額 
延滞債権額 
3か月以上延滞債権額 
貸出条件緩和債権額 
合計 
平成19年3月末 
破綻先債権額 
延滞債権額 
3か月以上延滞債権額 
貸出条件緩和債権額 
合計 

 
201 

13,998 
－ 

721 
14,921 

 
1,095 
6,955 

－ 
1,688 
9,738 

 
265 

9,978 
－ 

659 
10,903 

 
3,719 
7,115 

－ 
1,781 
12,615

 
127 

5,693 
－ 
－ 

5,820 
 
－ 

1,133 
－ 

492 
1,626 

 
191 

2,359 
－ 
－ 

2,551 
 

2,364 
1,191 

－ 
514 

4,070

 
－ 
55 
－ 
－ 
55 
 
－ 
18 
－ 
－ 
18 
 
－ 
60 
－ 
－ 
60 
 
－ 
18 
－ 
－ 
18

 
74 

8,185 
－ 
10 

8,270 
 

1,095 
5,748 

－ 
5 

6,849 
 

74 
7,473 

－ 
78 

7,626 
1,355 
5,846 

－ 
689 

7,891

 
201 

13,934 
－ 
10 

14,147 
 

1,095 
6,900 

－ 
498 

8,494 
 

265 
9,894 

－ 
78 

10,238 
 

3,719 
7,056 

－ 
1,204 
11,980

残 　 高  
担 保 等  保 　 証  

保 全 額  
引 当 等  合 　 計  

◆リスク管理債権残高
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注）1．本表記載の有価証券の取得価額は、取得価額または償却原価によっています。 
　2．本表記載の有価証券の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 
　3．売買目的有価証券については、時価を貸借対照表価額とし、評価損益については当期の損益に含みますが、該当ありません。 
　4．満期保有目的の債券で時価のあるものについては、取得価額を貸借対照表価額として計上しています。 
　5．その他有価証券で時価のあるものについては、時価を貸借対照表価額としています。 

（単位：百万円） 

平成18年9月末 

売買目的 

満期保有目的 

その他 

平成19年9月末 

売買目的 

満期保有目的 

その他 

平成18年3月末 

売買目的 

満期保有目的 

その他 

平成19年3月末 

売買目的 

満期保有目的 

その他 

 

 

－ 

46,840 

657,427 

 

－ 

51,675 

547,136 

 

－ 

39,941 

692,798 

 

－ 

51,757 

487,573

 

－ 

46,495 

651,064 

 

－ 

51,514 

531,848 

 

－ 

38,923 

681,360 

 

－ 

51,521 

482,630

 

－ 

△345 

△6,362 

 

－ 

△160 

△15,288 

 

－ 

△1,018 

△11,438 

 

－ 

△236 

△4,942

取 得 価 額  時 　 価  評 価 損 益  

◆有価証券

注）1．本表記載の金銭の信託の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により金銭の信託の受益者が合理的に算出した価格によっています。 
　2．運用目的の金銭の信託については、時価を貸借対照表額とし、評価損益は当期の損益に含めています。 
　3．満期保有目的の金銭の信託については、取得価額を貸借対照表額として計上しますが、該当ありません。 
　4．その他の金銭の信託については時価を貸借対照表額としています。 

（単位：百万円） 

平成18年9月末 

運用目的 

満期保有目的 

その他 

平成19年9月末 

運用目的 

満期保有目的 

その他 

平成18年3月末 

運用目的 

満期保有目的 

その他 

平成19年3月末 

運用目的 

満期保有目的 

その他 

 

14,865 

－ 

12,513 

 

14,158 

－ 

14,510 

 

14,820 

－ 

5,174 

 

14,099 

－ 

20,028

 

14,865 

－ 

12,470 

 

14,158 

－ 

14,501 

 

14,820 

－ 

5,119 

 

14,099 

－ 

20,069

 

－ 

－ 

△43 

 

－ 

－ 

△9 

 

－ 

－ 

△54 

 

－ 

－ 

41

取 得 価 額  時 　 価  評 価 損 益  

◆金銭の信託

財務データ

有価証券等の時価情報
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